
（１）計画全般

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

１
子どもが過ごしやすいまちの全国トップを
目指して活動が進められることを期待する
が、どうか。

本計画では、「子どもにやさしいまち」の
実現を目指して取組を進めていきます。
「子どもにやさしいまち」は様々なまちが
考えられるため、他自治体との比較での
ゴール設定をしていません。

２

主たる子どもの声を聴くことは大変重要だ
が、声の聴き方や集約方法が偏っているの
ではないか。障がい、国籍、ジェンダーや
貧困など、多様な子どもたちの意見を聴い
ているかが見えない。
子どもが日常的に声を聴いてもらえたと思
えるよう計画と行動を推進していただきた
い。

本計画が対象としている子どもは、障が
い、国籍、ジェンダー、貧困などを含むす
べての子どもです。そのため、特定の子ど
もではなく、多様な子どもたちにヒアリン
グやアンケートを実施しています。
また、パブリックコメント実施において
は、子どもに関わる様々な施設を通して子
どもに向けた周知を行っています。今後も
基本施策「子どもの意見表明・参画する機
会の確保」を進め、子どもが日常的に声を
聴いてもらえると思えるまちを目指してい
きます。

３

本計画の策定メンバーに子どもや若者はど
れだけ入っているのか。また、どのように
参画したのか。子ども、若者の参画や委員
のメンバーに若者支援の専門家が入る必要
性を感じる。

本計画は、子どもの保護者、学校の教員、
子ども・子育て支援に関わる事業者や団
体、学識経験者等で構成されている、市の
附属機関である町田市子ども・子育て会議
で審議しています。
策定過程においては、子どもを中心にヒア
リングやアンケートを実施し、いただいた
意見を基に本計画を策定しています。
また、パブリックコメント実施において
は、子どもが意見を出しやすくなるように
子ども向けポスターや、概要版、意見記入
用紙を作成し子どもと関わりのある施設を
通して周知しました。

４

小さな子どもや、少数の支援が必要な子ど
もたちだけが対象の計画ではなく、大半の
普通で青春を一生懸命生きている子ども・
若者のサポートも忘れずに入れた計画にし
てほしい。
支援は、保育園児ばかりでなく、学びを多
く、市在住の中高生の留学への支援制度も
取り入れてほしい。

本計画は、すべての子どもや若者を計画の
主役と捉えて策定しています。
取組の詳細につきましては、今後の参考に
させていただきます。

「町田市子どもマスタープラン２５－３４」（素案）

パブリックコメントに対するご意見の概要と市の考え方について

　ご意見の概要とそれに対する市の考え方は次のとおりです。なお、取りまとめの都合上、
いただいたご意見は要約して掲載しています。また、同様のご意見は集約しております。

資料 ３
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（１）計画全般

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

５

町田市の外国人・外国籍人口は増加傾向に
あり、それらの子どもの人口も増えてい
る。外国にルーツを持つ子どもと家庭を市
民として捉えて、支援体制を整えてほし
い。

本計画は、すべての子どもや若者を計画の
主役と捉えて策定しています。
また、外国にルーツを持つ子どもと家庭へ
教育・保育施設における支援については、
第５章「２　教育・保育事業」（３）教
育・保育の一体的提供及び推進体制の確保
に「③外国につながる子どもへの支援・配
慮」として記載しています。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

６

公園で行われている冒険遊び場の活動は、
多くの市の部署との協働が必要である。子
どもに関わる活動は市の各部署と横断的に
関わっていくことが、「子どもにやさしい
まち」の実現には欠かせない。縦割りでは
なく、関係する部署が連携して施策を進め
ることが必要だと思う。

本計画は、子ども分野にとどまらず、教
育、福祉、健康、その他様々な関連部署と
連携し、取組を進めていきます。

７

市民の願いは多様で複雑である。市には未
来のビジョンを示してほしい。こんな市に
なったら良いというビジョンが共有できれ
ば、市民はそれぞれ行動し始めるのではな
いかと思う。市と市民は対立するものでは
なく、市民がいるから市ができるというこ
とを、全ての市民が認識し行動するのが市
民活動だと思う。
市で働く職員も町田市で大きなコミュニ
ティを共に創っている仲間なので、手段で
対立するのではなく、目指すものを一緒に
したい。ビジョンは、トップダウンという
ことではなく、市民から集まる大多数のイ
メージを市が集めて示すものだと思う。

本計画においては、基本理念や目指す姿で
市のあるべき姿を示し、第６章の「１　計
画の推進」で、それぞれの主体の役割を説
明しています。それぞれの主体が役割を認
識し、共通の目標のもとで、共に行動に移
していけるように、市民や関係機関と連携
しながら計画を推進していきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

８

第１章「２　計画策定の視点」「子ども視
点のまちづくりの更なる推進」
素案の作成において、今までと異なる取組
をしたか。取組内容とその成果をどう評価
しているか知りたい。また、ここでいう
「子どもの視点」とは、具体的にどのよう
な内容であり、どのように「子どもの視
点」を推進することを計画しているのか。

本計画では、従来までのアンケートに加
え、新たな取組として、計画の基本理念の
「目指す姿」について、子どもや若者、大
人へヒアリングを行い、その意見を基に策
定しました。
本計画に基づいて取組を進め、「子ども視
点のまちづくりの更なる推進」に記載のと
おり、今まで本市が取り組んできた子ども
視点のまちづくりを継承し、子どもの声を
聴きながら、子育て支援や地域との連携を
通し、更に推進していきます。
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（２）計画の基本的な考え方

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

９

「子どもは将来を担う大切な存在」とある
が、子どもが今の社会を生きる大切な一員
であるという視点が欠けている。子ども
は、今を精一杯生きることを大切にされ、
そして、その権利を有する存在である。社
会を担うこと、背負わされることが義務付
けられているような違和感があり、大人主
体での表現になっていると感じる。

子どもの成長と合わせて記載しているた
め、「子どもは将来を担う大切な存在」と
表現しています。

１０
「子どもにやさしい」の捉え方に、大きな
温度差があるため、大人の知識や認識がど
こに向えば良いのかわからない。

本計画で目指す「子どもにやさしいまち」
の具体的な姿（目指す姿）については、下
記の２つの姿を設定しています。
●子どもが「やりたい！」を見つけ、挑戦
　できるまち
●みんなが笑顔で安心して、子どもと一緒
　に過ごせるまち

１１

「成果指標（１）アウトカム指標」の％
データのソース（調査対象者数、対象者の
抽出方法、対象者内訳等）の公表がされて
いないが、データソース表示は必要だと思
う。

データソースとして、データの出典を記載
しました。

１２

基本方針１に対しての成果指標として「子
どもが意見表明などを通して市政に参画し
ていると思う市民の割合」とあるが、「子
どもの意見が市政に反映されていると思う
割合」「子どもの意見を市政に反映した実
積率」など最終的な行政への反映結果まで
を踏まえた指標としなければ、住民の期待
に応えているか否か判断できず、長期目線
でのまちづくりに成果が出てこないと思
う。
具体的な行動計画を再検討し、数値目標を
再考してほしい。

成果指標は基本方針ごとに、基本理念につ
ながると考えられる指標としており、上位
計画である「まちだ未来づくりビジョン２
０４０」の指標や目標値とも整合をとって
設定しています。

１３

基本方針２における内容に対して成果指標
が「認可保育所等待機児童数」では適して
いないと考える。そもそも認可保育所等待
機児童数０は都内各自治体で達成できてい
る指標であり、子育て環境をアピールする
自治体としては必要最低限達成しなければ
ならない事項である。周辺自治体との比較
も交えつつ、町田市外からの評価も高いま
ちづくりを進めてほしい。

成果指標は基本方針ごとに、基本理念につ
ながると考えられる指標としており、上位
計画である「まちだ未来づくりビジョン２
０４０」の指標や目標値とも整合をとって
設定しています。
待機児童数については、「子どもにやさし
いまち」に向けて「０」とするべきと考
え、成果指標として設定しています。
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（３）子どもを取り巻く環境

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

１４

第３章「１　本市の子どもと家庭の状況」
（４）子どもの教育・福祉の現状は、２０
２４年までの活動成果が出ていないことの
表れと判断できる。いじめ自殺問題など全
国的なニュースとなる事例も多々発生して
おり、本計画の取組の結果、改善されるこ
とを期待する。

子どもを取り巻く社会課題に対応するた
め、基本理念、基本方針、基本目標に沿っ
て取組を推進していきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

１５

組織や職業を超えたつながりがもっと必要
であるが、子どもの現場が大変な状況に
なっているのに、計画の中に危機感を感じ
ることができない。

第３章「子どもを取り巻く環境」で、本市
の現状や前計画の振り返りなどをまとめて
います。

１６

地域により子どもを取り囲む現状や課題が
違うため、地域の現状をどのように調査し
捉えているかが見えづらい。
アンケート調査の項目を見ると、施設数や
人数が主な内容になっているようだが、
「子どもにやさしいまち」や子どもの意見
を聴くために、どのような実態調査がなさ
れたのか知りたい。

本計画は、本市における子ども施策の基本
計画及び、その行動計画として位置付けら
れており、アンケート調査やヒアリングの
結果を基に、本市全体の子ども施策の方向
性や取組をまとめています。地域ごとの課
題等については、各取組を進める中で対応
していきます。なお、「『町田市子どもマ
スタープラン２５－３４』策定のためのア
ンケート調査報告書」には地域ごとのデー
タも掲載し、町田市ホームページにて公開
しています。

（４）基本方針１　子どもが自分らしく成長し、一人ひとりの魅力を輝かせている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

１７

「自分らしく」生きるためにはまずは自分
自身の身体を知ること、そして心を知るこ
とが大切だと考える。これら全てを教育と
して定められているのが「国際セクシュア
リティガイダンス」である。
これ以上不登校、自殺者を増やさないため
に包括的性教育を学校教育に取り組んでほ
しい。

ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

１８
基本方針１－基本目標１から描きだされる
子どもは、多様な子どもの姿が薄く感じ
る。

子どもの多様性については、基本方針１に
掲げています。

１９

基本方針１－基本目標１の現状と課題であ
げられている問題は、一日の大半を過ごす
学校教育の質的転換と共に進められなけれ
ばならない問題だと考える。現状と課題
に、保育や学校現場との連携について追記
してほしい。

教育や保育の質については、基本方針１－
基本目標１－基本施策（２）教育・保育の
質の向上に沿って、取組を進めていきま
す。引き続き、教育・保育現場の声を聴き
ながら事業を推進していきます。

２０

基本方針１－基本目標１の関連データ「が
んばれば、今できないことも、できるよう
になる」と思う子どもの割合（中高生）の
質問項目から「がんばりなさい」「努力し
なさい」というメッセージを受け取る子ど
もがいるのではないか。

本質問は、基本目標に関連する中高生の意
識について、関連データとして掲載してい
ます。
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（４）基本方針１　子どもが自分らしく成長し、一人ひとりの魅力を輝かせている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

２１

不登校児の数に対して学びの多様化学校の
設置数が少ないと感じるが、増やす予定は
あるのか。開設した学校が遠距離の場合は
親の送迎が必要になり、就学にかなり影響
が出る。

学びの多様化学校に限らず、主な取組　取
組番号２「教育支援センター」に記載のと
おり、教育支援センターの増室も含め、子
どもたちの学びの多様化を推進します。

２２

子どもの育ちには「学び」や「健康」の他
に「遊び」という要素は大変重要と考え
る。素案には「遊び」というエッセンスが
多く見受けられたので、期待している。同
時に、ハコモノの遊び場の整備だけでな
く、年代ごとに必要な遊び、子ども自身が
求める遊びを提供する機会の充実もお願い
したい。

年代ごとに子ども自身が求める遊びを提供
する機会の充実については、主な取組　取
組番号４「子どもセンター・子どもクラ
ブ・子ども創造キャンパスひなた村事業
（子育ち支援事業）」や、コラム３「学習
の場・体験の場がいっぱい！」に記載のと
おり、様々なイベントや遊びのプログラム
を実施できるよう、今後も取り組んでいき
ます。

２３

主な取組　取組番号６「保育の質の向上推
進事業」
保育コンシェルジュや保育士サポートロイ
ヤーの利用した方々の満足度で、保育の質
は測れるのか。２０２７年度には保育指針
等の改定が見込まれる中で、保育の質向上
の主な取組が、保育コンシェルジュと保育
士サポートロイヤーの配置にとどまってい
て良いのか。

保育の質向上については、基本方針１－基
本目標１－基本施策（２）の各取組を中心
に進めていきます。

２４

大人が考えた企画だけでなく、子どもたち
が考えた企画に多く取り組んでほしい。変
化の激しい時代の中で、大人には想像でき
ないような子どもたちの「やりたい！」が
たくさんある。ぜひ子どもたち自身が考え
る企画の実現を応援してほしい。

子どもたちの「やりたい！」の実現を応援
するために、基本方針１－基本目標２－基
本施策（１）子どもの意見表明・参画する
機会の確保をはじめとした取組を進めてい
きます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

２５

「子どもにやさしいまち」を目指す上で、
日常を過ごす幼稚園、保育園、学校での時
間はとても重要である。そこで日常的に意
見を言い合う機会を行政として確保してほ
しい。
子どもセンターの子ども委員会だけではな
く、地域委員会や生徒会が行政と話し合う
機会により、自然と自分たちが住む町田の
未来を考えることができるのではないか。
市民団体や地域住民も入れて協力し、強力
なまちづくりができたら素晴らしいと思
う。

子どもが日常的に意見を言う機会を確保で
きるように、基本方針１－基本目標２－基
本施策（１）子どもの意見表明・参画する
機会の確保、基本方針１－基本目標３－基
本施策（１）「子どもの権利」の普及・啓
発の取組を進めていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

5／24



（４）基本方針１　子どもが自分らしく成長し、一人ひとりの魅力を輝かせている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

２６

「子どもや若者の声を聴く」という姿勢は
良いと思うが、「誰が」「どのように」
「どのぐらい」聴くのか記載がないのが気
になった。ユニセフの子どもにやさしいま
ちづくり事業（ＣＦＣＩ）を掲げているか
らには、具体的なアクションまで記載があ
ると良いと思う。例えば、子ども委員会だ
けではなく、近隣自治体のように審議会に
も１８歳以下の子どもを参加させてみたら
どうか。

２７

子どもが意見表明するには、日頃の生活の
中で、子どもの気持ち、考え、意見を表現
できるような環境を整えていくことがまず
は必要だと考える。多くの子にとって関係
のないこととならないように、日常生活の
中でも関係あること、自分ごとだと思える
ような取組もしてほしい。

２８

主な取組　取組番号１７「子どもの参画事
業」
町田創造プロジェクト（ＭＳＰ）や子ども
センターの子ども委員会は、あくまでも個
別事業における子どもの参画事業であり必
要だが、町田市の施策全体に対して子ども
自身が意見表明・参画できる機会は、どの
ように取り組むのか。「子どもにやさしい
まち」を推進していくためには、意見表
明・参加のための体制整備について計画に
きちんと位置付ける必要があるので、その
点がわかるように記載してほしい。

２９

子どもたちが意見を言おうと思える、自分
たちの課題に気づける、参加したいと思え
るような取組を丁寧にしていくことが必要
だと思う。

３０

子どもの声を聴ける人をどのようにつくる
かが不明確である。市の職員、学校の先
生、学童保育クラブの事業者、対象は様々
であるが、子どもの声を聴けるスキル取得
について素案に盛り込み、計画的に指導者
の研修をできる予算と時間を確保してほし
い。

３１

０歳児から１８歳までの子どもの声の聴き
方がわからない。また、意見を表明できな
い子どもや大人の声を聴く体制づくりが不
明確である。

子どもの声の聴き方については、各取組の
中で、適切な手法を検討していきます。
子どもの声を聴くための環境づくりや人材
育成については、基本方針１－基本目標２
－基本施策（１）子どもの意見表明・参画
する機会の確保、基本方針１－基本目標３
－基本施策（１）「子どもの権利」の普
及・啓発に沿って取り組むことで、子ども
が日常的に意見を言うことができるまちを
目指していきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（４）基本方針１　子どもが自分らしく成長し、一人ひとりの魅力を輝かせている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

３２

子どもの意見を集める手段として、文字以
外に表現できるものがあると良い。音や
色、ディスグラフィアの人なら音声もある
と良いと感じた。
また、子どもの声を聴く仕組みの1つとし
て、アンケート以外に日々共にしている大
人が声を拾うことができると感じた。大人
が声を聞き届ける、子どもから直接声を聞
ける場が必要だと思う。
ＮＶＣ(ノンバイオレンスコミュニケー
ション)を元とした共感コミュニケーショ
ンは、子どもも大人も対等な立場で声を聞
けるツールのため、ぜひ取り入れてほし
い。

子どもの声の聴き方については、各取組の
中で、適切な手法を検討していきます。
子どもの声を聴くための環境づくりや人材
育成については、基本方針１－基本目標２
－基本施策（１）子どもの意見表明・参画
する機会の確保、基本方針１－基本目標３
－基本施策（１）「子どもの権利」の普
及・啓発に沿って取り組むことで、子ども
が日常的に意見を言うことができるまちを
目指していきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

３３

どうしても支援の必要な子どもたちへのウ
エイトが高くなっている気がする。その部
分も大切にしながら、一方でより高度な学
びや経験ができる場の充実も有効だと思
う。「まちだキッズアントレプレナープロ
グラム」「高校生向け知財教室」以外にも
多くの取組を期待する。

子どもの能力や可能性を引き出せるよう、
基本方針１－基本目標２－基本施策（３）
子どもや若者の社会的自立に向けた支援の
取組を進めていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

３４

町田市がユニセフのＣＦＣＩの実践自治体
であるならば、ユニセフの「子どもの権利
条約」の４原則を徹底し、特に「差別禁
止」における人種、国籍、性（性自認・性
的指向）意見、障害、経済状況他どんな理
由でも差別されず、全ての権利が保障され
ることを明記し、注意喚起してほしい。

すべての子どもたちの権利が守られるよ
う、基本方針１－基本目標３「『子どもの
権利』が大人にも子どもにも認知され、定
着し、守られている」まちを目指し、取組
を進めていきます。

３５

基本目標３について、「子どもの権利」が
大人にも子どもにも認知されるためには、
保育者や教育者が理解し、日常の中で子ど
もが体験を通して理解する必要がある。ま
た、保護者に伝えていくのも専門家の役割
である。そのため、専門職への啓発が一番
の最優先事項であると考える。

専門職を含め、大人や子ども自身に広く
「まちだコドマチ条例」のことを知っても
らえるよう、主な取組　取組番号２１
「『まちだコドマチ条例』の普及・啓発活
動」に沿って取組を進めていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

３６

「まちだコドマチ条例」については、学校
に関わる人に普及してほしい。公立・私立
の小中高校や専修学校、学童保育クラブ
等、子どもに関わる教育機関への周知・啓
発・研修等はどのように進めていくのか。
こういった取組では、子どもに接する大人
への周知度を目標値とするべきではない
か。
また、学校現場で児童生徒が条例を学ぶ場
について、どこにも記載がない。取り組む
予定があるならば、目標に明記すべきであ
る。

大人や子ども自身に広く条例のことを知っ
てもらえるよう、主な取組　取組番号２１
「『まちだコドマチ条例』の普及・啓発活
動」に沿って取組を進めていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（４）基本方針１　子どもが自分らしく成長し、一人ひとりの魅力を輝かせている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

３７

主な取組　取組番号２１「『まちだコドマ
チ条例』の普及・啓発活動」
具体的には何を、どのように行う予定か。
３回だけで、条例が普及・啓発できると考
えているのか。普及・啓発活動の具体的な
行動計画を再検討し、数値目標の再考を要
望する。
また、子どもに関わる事業者に対する普
及・啓発活動はどのようなものを予定して
いるか。普及・啓発のために冊子、パンフ
レット等の啓発グッズや動画等を作成する
のか、これらの作成時には子どもも参加す
るのか等も、計画に明記してほしい。

「まちだコドマチ条例」の普及・啓発につ
いては、例えば多くの様々な子どもや大人
が集まるイベント等での周知を通して普
及・啓発を行います。子ども自身や大人に
広く理解してもらえるように効果的な取組
を検討して進めていきます。
目標値については、計画を進めていく上
で、必要に応じて見直しを図ります。
また、パンフレット等については、年代に
応じたリーフレット、副読本、ガイドブッ
ク、啓発グッズを作成済みです。作成にあ
たっては、子どもや学校の教員、子どもに
関わる施設の職員等の意見を聴き、反映さ
せています。広報物は、下記二次元コード
からご覧いただけます。

３８

「子どもにやさしいまち」の実現、「子ど
もマスタープラン」の普及・啓発のために
は、子どもも大人も含め、市民が「子ども
の権利条約」や「子どもにやさしいまち」
を理解するためのツールや機会（場）が必
要だと思う。「子どもの権利条約」を含
め、「まちだコドマチ条例」や「子どもに
やさしいまち」についての、普及・啓発の
冊子を作り、それを利用して学校や地域で
普及・啓発の取組をしてほしい。
広く一般市民に対しても機会を作り、人々
の関心や理解、参画を引き出してほしい。
その機会を作ろうとする市民活動との協働
もお願いしたい。

「まちだコドマチ条例」については、啓発
用冊子をはじめとした様々なツールを作成
し、普及・啓発活動に取り組んでいます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

３９

主な取組　取組番号２２「『まちだコドマ
チ条例』のｅラーニング」
ｅラーニングしか行わないのか。対面型の
研修や、研修の成果をどのように評価する
のか。

ｅラーニングについては、市役所の全職員
に対して実施し、「まちだコドマチ条例」
の知識を身につけた上で、自分の業務をど
のようにしたら「子どもにやさしいまち」
の実現につながるかを考える内容も取り入
れていきます。これによって分野横断的に
「子どもにやさしいまち」の実現に取り組
んでいきます。

４０

主な取組　取組番号２５「教育に関する相
談機会の充実」
市独自のスクールカウンセラーを配置する
とあるが、現在のスクールカウンセラーを
すみ分ける形になるのか。
また、東京都のスクールカウンセラーは、
参考数であっても人数を明記することが保
護者等への安心感につながると思う。

現在、すべての小・中学校には東京都から
スクールカウンセラーが１～２人配置され
ています。すべての中学校に２人配置とな
るよう、市独自スクールカウンセラーを追
加配置しています。学校における業務は、
市独自配置であっても都配置のスクールカ
ウンセラーと同じです。
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（４）基本方針１　子どもが自分らしく成長し、一人ひとりの魅力を輝かせている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

４１

主な取組　取組番号２６「スクールソー
シャルワーカーの派遣」
配置人数が６人となっているが、この根拠
は何か。この人数で十分だと認識している
のであれば、その根拠を教えてほしい。
（２０２５～２０２９年度において、人数
は変わっていない）

これまでの派遣実績や学校からのニーズを
踏まえた目標としています。今後のケース
数や対応内容等をはじめとした支援状況を
鑑みながら、適正な配置人数を検討してい
きます。

４２

基本方針１－基本目標３－基本施策２　そ
の他の取組（２）ＳＮＳ自殺防止相談
進めることに感謝している。東京都の仕組
みを運用するのか。それとも、町田市独自
で行うのか。

市独自の事業として実施しています。

４３

プレイパークの活動内で、日々悩みを抱え
た子どもに接しているが、行政や福祉が十
分にリーチしていないと感じることもあ
る。どうしたら子どもの悩みが解消できる
のか、周りが持続的にサポートできるの
か、行政と共に考えていきたい。

子どもの悩みについては、基本方針１－基
本目標３－基本施策（２）子ども・若者の
悩みに対する支援に沿って取り組むこと
で、子どもに支援を届けていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

４４

主な取組　取組番号２７「いじめ防止対策
の推進（町田市いじめ防止基本方針）」
指標が子どもに対するものであり、大人側
の体制については触れていない。いじめの
未然防止、早期発見、早期対応をするため
には、「困っている時に身近に相談できる
人がいる」のように、子どもだけではなく
大人側の体制についても指標を定め、記載
すべきだと思う。

各取組について、指標は１つのみ設定して
います。大人側の体制については、「町田
市いじめ防止基本方針」の中で、児童生徒
が悩みを相談できる体制の充実等について
明記し、取組を進めています。

４５

日本では個人情報の問題があり、他部署と
の連携が難しい現状がある。海外だと保護
者をサポートする専門職をつくり、そちら
の情報を集約することで、困っている家庭
を訪問して虐待問題が起きていることに気
付ける仕組みがある。

支援が必要な子ども等の早期発見や支援に
ついては、主な取組　取組番号２８「子育
て支援ネットワーク連絡会（地域ネット
ワーク会議）」で、子どもに関わる機関と
の連携・協力を図っていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（５）基本方針２　子どもが家庭の中で笑顔に包まれ、豊かに育っている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

４６

「子どもにやさしいまち」は、みんなにや
さしいまちなので、保護者支援の内容を充
実してほしい。
こどもまんなかの社会を目指すには、まず
は大人が正しい情報や最新の情報を学ぶ場
が必要であるが、小学校以降の保護者や地
域の大人、専門職が学ぶ場がほとんど設け
られていない。

保護者への支援は、基本方針２「子どもが
家庭の中で笑顔に包まれ、豊かに育ってい
る」に向けて取組を展開していきます。乳
幼児期の子育て講座以外にも、主な取組
取組番号３８「家庭教育支援事業」で、子
どもの年齢ごとに生じる家庭教育に関する
様々な課題や、地域の子育て支援の担い手
となる人材育成につながる講座を実施して
います。
また、専門職の人材育成については、基本
方針１－基本目標１－基本施策（２）教
育・保育の質の向上の中で、研修等の取組
を進めていきます。

４７

基本方針２に基づく保護者支援について、
既に町田市ではパートナーシップ宣誓制度
を始めているが、同性カップルや事実婚で
子育てをしている家族のためのファミリー
シップ制度が用意されていないのは検討課
題としてほしい。
子どもに係る課題は多種多彩であり、行政
だけで賄えないことは各種支援団体と連携
して進めていただきたい。

ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

４８

子ども・子育てサポート等複合施設ができ
ることは、地域・子育て支援を先導する場
として大変期待しているが、現在の地区ご
との地域に密着した子ども・子育て支援は
予防の観点からも重要であり、次の１０年
間で、総合施設と地域拠点がどのような連
携のネットワークを構築するかを計画に入
れてほしい。
また、複合施設設立の前に、既存施設や地
域団体へ予算をつける視点を組み込んでほ
しい。

本計画の策定時点では、子ども・子育てサ
ポート等複合施設の詳細については各施設
との連携を含め検討を進めているところで
す。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

４９

幼児期の成長は個々に差があると言われて
いるが、社会に出て行く際、発達障がいや
特性によって苦しくなることがある。家庭
内の対応で支援が遅れがちになり、子育て
をつらく感じている。
孤立しがちな子育てに様々な支援があれ
ば、子ども自身も地域へ出ていく機会を失
わずにいられると考える。

保護者が支援につながるきっかけとなるよ
う、基本方針２－基本目標１－基本施策
（２）子育ての相談・支援に沿って、子ど
もや保護者が交流できる場の提供や、身近
な認可保育所等とのつながりづくりを推進
していきます。また、障がいや特性のある
子どもへの専門的な支援については、基本
方針１－基本目標２－基本施策（２）子ど
もの成長に応じた支援に沿って取組を推進
します。
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（５）基本方針２　子どもが家庭の中で笑顔に包まれ、豊かに育っている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

５０

乳幼児期の子どもを持つ相談支援において
は充実してきており、各保育園や相談セン
ターが機能を果たしている。しかし、学童
期以降の保護者支援においても、予防の段
階から充実しなければ、不登校、虐待、貧
困、ヤングケアラーの問題等、子どもを取
り巻く社会課題の悪化を食い止めることは
難しいのではないかと思う。また、今後一
層の増加が予想される外国をルーツに持つ
子どもたちの保護者に対する支援対策も考
えるべきだと思う。

学童期以降の保護者も含め、基本方針２－
基本目標１－基本施策（２）子育ての相
談・支援に沿って支援に取り組んでいきま
す。
また、外国にルーツを持つ子どもと家庭へ
教育・保育施設における支援については、
第５章「２　教育・保育事業」（３）教
育・保育の一体的提供及び推進体制の確保
に「③外国につながる子どもへの支援・配
慮」として記載しています。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

５１

共働きやひとり親家庭で出勤時間が早い
と、登校時刻までに子どもが家に一人でい
る時間ができてしまう。既に他自治体では
導入されているが、保護者が安心して働け
るよう、早い時間帯（７時３０分など）か
ら体育館等を開放し、地域のボランティア
の方々で子どもたちを見守る仕組みを検討
してほしい。

ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

５２

入れる幼稚園や保育園が少なく、他市まで
通う必要がある。町内に保育園が一か所も
ないところもあり、これから子育てをしよ
うとする人たちがわざわざ保育園がないま
ちを選ぶとは思えない。若い世代を呼び込
んで、まちの衰退を防ぐためにも、保育・
教育施設の整備を強く要望する。

保育所等の整備については、第５章「教
育・保育の量の見込みと確保方策」に記載
のとおり、現在の利用状況や今後の利用
ニーズを踏まえて、計画的に取り組んでい
きます。
本計画に基づき、確保の内容に不足が見込
まれる南地域において、新たに認可保育所
を整備する予定です。

５３

様々な勤務スタイルが増え、日曜・祝日も
平常勤務となる保護者が増えているので、
主な取組に、日曜・祝日の保育サービスの
充実（保育園・学童保育クラブ他）の追加
を希望する。子どもの病気などで多くの有
休を使わざるを得ないため、残りの有休を
やりくりしていても、仕事上どうしても休
めない時に苦慮していると聞く。利用でき
る施設が地域毎に１か所でもあれば、この
まちに住み続けたいと思う家庭が増える。

日曜・祝日の保育については、休日保育の
制度があり、一部の保育所で実施されてい
ます。
保育を必要としている子育て家庭が、希望
の保育サービスを受けられるように、基本
方針２－基本目標２－基本施策（１）保育
サービスの充実に沿って取り組むことで、
各家庭の状況やニーズに応じた保育サービ
スの充実を図ります。

５４

父親たちが子どもと一緒に活躍できる場や
父親同士がつながる場が必要だと考える。
育児に携わる男性は増えたが、子どもを取
り巻く状況や、周りの子どもたちの育ちに
も関心を持つ男性が増えることで、地域の
子育て環境が豊かになり、ひいては自分の
子どもの成長にも益となる。

父親の育児への参加等については、基本方
針２－基本目標２－基本施策（２）男女共
同の子育ての推進に沿って取組を進めてい
きます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（５）基本方針２　子どもが家庭の中で笑顔に包まれ、豊かに育っている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

５５

「ニーズに合った支援を受けることができ
る」とあるが、ＬＧＢＴＱ+の子どもにつ
いて言及されていない。どんな集団にもＬ
ＧＢＴＱ＋の子どもたちはいて、理解と適
切な対応が求められるため、研修は必須だ
と思う。安心して相談できる窓□の設置や
支援団体との連携を検討してほしい。
特にＬＧＢＴＱ+ユースは思春期に入り孤
独に陥るため、居場所確保が課題である。
ＬＧＢＴＱ+ユースの安心して生きる権利
を守ってほしい。

ＬＧＢＴＱ＋の子どもや若者への支援につ
いては、基本方針１－基本目標３－基本施
策（２）子ども・若者の悩みに対する支援
の中で取り組んでいきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

５６

子どもの発達支援や療育サービスを受ける
ため、市外に通院している。町田市内でこ
れらのサービスを受けられる施設の設置を
希望する。

市内における子どもの発達支援や療育サー
ビスについては、子ども発達センターの定
員の拡充など、サービスの充実に向けて検
討していきます。
また、事業者に対して、施設が不足してい
る地域への設置を促していきます。

（６）基本方針３　子どもが地域を身近に感じ、地域に愛着を持っている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

５７

本計画は余りにも具体性がないと思う。地
域の子どもたちの安全の確保、災害時の子
どもたちのサポートができる地域、町内会
でありたいと考えている。地域で結びつく
ようなイベント等がないため、地域活動を
している方や町内会等に企画を募集し、補
助金を出してほしい。

地域でのつながりや活動については、基本
方針３－基本目標１「子どもを見守る大人
が増え、子どもが大切にされている」に
沿って、具体的な取組を進めていきます。

５８

福祉、学校、地域が連携できているように
は感じられない。地域の受け皿も、ボラン
ティアがいるかどうかである。人材も資金
もない状態で、理想ばかりで実現するのか
疑わしい。

基本理念や基本方針の実現に向けて、計画
に沿って取組を進めていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

５９

地域でのイベントや地域の方との触れ合い
が必要だと思う。地域で子どもたちが安心
してのびのび暮らせるために、まずは声か
けから人間関係をつくり、地域のイベント
への呼びかけ、参加が必要かと思う。

ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

６０

教員の多忙により学校では子どもの声をす
べて聴くことは難しい現状があるため、地
域との連携が必要である。地域資源活用を
どのように進めていくか、素案に入れてほ
しい。

地域との連携については、基本方針３－基
本目標１－基本施策（１）地域住民・事業
者との連携に沿って取組を進めていきま
す。
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（６）基本方針３　子どもが地域を身近に感じ、地域に愛着を持っている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

６１

基本方針３－基本目標２の関連データ「町
田市のもっと良くなってほしいところ」の
アンケート結果で「治安が悪い」「遊び場
や居場所が少ない」が上位なのは切実な問
題であり、早急な改善が必要だと思う。具
体的な計画・対策を推進してほしい。

基本方針３－基本目標２「子どもがのびや
かに過ごせる環境が整っている」の中で掲
げている各取組を、地域や関係部署と連携
しながら進めていきます。

６２

図書館の数がとても少ないため、増設を希
望する。図書館は子どもたちにとって、居
場所として重要である。放課後に子どもた
ちが安心して集い、学び、過ごせる場所で
ある。子どもたちが利用しやすい図書館の
増設は、親の安心感を高める効果も期待さ
れる。

今後の人口減少や財政状況の見通し、施設
の老朽化を踏まえると、図書館を増やすこ
とはできません。
子どもの読書環境の充実につきましては、
基本方針１－基本目標１－基本施策１　そ
の他の取組（３）子どもの読書活動推進事
業で取り組んでいきます。

６３

冒険遊び場について、今回の計画では、コ
ラムに記載はあるものの、具体的な取組は
プレーリーダー養成講座しか載っていな
い。冒険遊び場は、市民が子どもの遊びに
理解と参画をするために、市民活動で行う
ことがとても大切だと思う。継続運営も具
体的な事業として明記するとともに、活動
団体と共に協議し予算化を進めてほしい。

６４

公園の整備をもっと強く打ち出してほし
い。一部の大型公園を除き、狭く、遊具も
古い（もしくはない）、ボール遊びも制限
された状態では、子どもの運動推進はでき
ないと思う。広くて自由に遊べる公園が近
くにあれば、子どもの運動量は勝手に増え
る。
また、公園のトイレも増やしてほしい。自
動販売機・トイレ・ベンチのある公園が増
えれば、多世代交流の拠点にもなると思
う。
また、近隣自治体の公園は、市外利用者と
して割高な利用料金が課されているため、
町田市内での公園整備や既存施設の利用条
件の改善を求める。

６５

居場所に関して、就学前は保育園・幼稚
園、支援センターなど複数あるが、小学校
に入ると、放課後は学童保育クラブ、「ま
ちとも」、児童館、あるいは自宅などと限
定的になる。それぞれの居場所において、
自分らしく安心して過ごせる場になってい
くことを願うとともに、特に学童保育クラ
ブでは自然に触れる経験・チャレンジなど
ができるような、特徴的な取組を進めてほ
しい。

各取組の詳細につきましては、基本理念、
基本方針、基本目標に沿って推進していき
ます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（６）基本方針３　子どもが地域を身近に感じ、地域に愛着を持っている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

６６

まちづくりは、そもそも歩道がなく、極端
に狭い道路を作る時点で、子どもの安全を
脅かしている。車道と歩道の間にガード
レールや植栽での区切りがなく、車がスレ
スレで走る道がとても多いため、いつもヒ
ヤヒヤしながら歩いている。子どもの居場
所づくりが進んでも、そこに行くまでに使
う歩道、または自転車通行帯の整備がされ
ていないため、歩道と自転車通行帯の整備
をお願いする。

子どもの安全については、基本方針３－基
本目標２－基本施策（２）子どもの安全・
安心の確保に沿って取組を進めていきま
す。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

６７

主な取組　取組番号６８「通学路の安全点
検」
年1回の点検だけで、安全確保ができると
考えているのか。少なくとも、前期・後期
１回ずつ、学期ごとなど、年度内に複数回
行うことが、安全確保につながると思う。
また、２０２５年度から小学校の統廃合が
始まり、学区域の拡大、新しい通学路、バ
ス通学も始まる。目標値の再考を求める。

本取組に加えて、統合新設校の通学路につ
いては、道路管理者及び交通管理者等と連
携し、新たに通学路に設定される候補箇所
を中心に、合同安全点検の実施及び開校ま
でに必要な安全対策に取り組んでいきま
す。

６８

学校周辺道路はすべて、「ゾーン３０プラ

ス※」に指定してほしい。通学路の安全性
を評価する行政担当を設け、学校に負担を
かけることなく通学路の見直しと変更がで
きるような制度を希望する。

※最高速度３０km/hの区域規制のほか、交通
実態に応じて区域内における大型通行禁止、
一方通行等の各種交通規制を実施するととも
に、ハンプやスムーズ横断歩道などの物理的
デバイスを適切に組み合わせて交通安全の向
上を図るもの

各取組の詳細につきましては、基本理念、
基本方針、基本目標に沿って推進していき
ます。ご意見の趣旨につきましては、今後
の参考にさせていただきます。

６９

児童の安全を守る取組の推進を希望する。
夏の猛暑が続く昨今、登下校時の児童たち
の安全について、これまでの常識の範疇を
超えた対策が必要だと思う。児童の健康と
安全のため、学校と地域の協力のもと対策
が急務と考える。

夏の登下校時の安全対策について、各学校
では、市教育委員会から発出した熱中症事
故の防止に関する通知や、学校危機管理マ
ニュアル等に基づき、熱中症予防の取組を
行っています。
いただいたご意見につきましては、今後の
取組の参考にさせていただきます。

７０

主な取組　取組番号７０「災害時情報伝
達」
訓練実施回数が「１回」で、各施設の情報
伝達体制が定着できると考える根拠は何
か。

各施設において定期的に実施する避難訓
練、引き取り訓練、消火訓練等に加えて、
本取組の情報伝達訓練を実施し、災害時に
備えていきます。
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（６）基本方針３　子どもが地域を身近に感じ、地域に愛着を持っている

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

７１

コラム１５「心のバリアフリーの普及啓
発」
子どもには障がいを持つ子に対しての壁は
存在していない。壁を作り出しているのは
大人であり、共に過ごし、遊びながら感覚
を存分に使って相手を理解していく経験を
奪っているのも大人である。共に過ごすこ
とから始まる共生社会を目指すことこそ、
「子どもにやさしいまち」の基本だと思
う。

共生社会を目指すことについては、本計画
の第２章「２　基本理念」に記載のとお
り、「子どもにやさしいまちの実現」に含
んでいます。
心のバリアフリーについては、子どもだけ
でなくすべての方々に向け、普及・啓発を
行っていきます。

（７）第３期町田市子ども・子育て支援事業計画

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

７２

第５章「３　地域子ども・子育て支援事
業」（２）量の見込み・確保方策など「②
子育てひろば」の算出方法に「新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、著しく利用
者が減少した」とあるが、人数制限をして
受け入れなかったのが現状である。

人数制限をする必要があったことも含めて
「新型コロナウイルス感染症の影響」と表
現しています。

７３

地域子ども・子育て支援事業の１９事業の
他に、冒険遊び場「屋外型子育て支援事
業」を加えることを強く提案する。室内の
子育て支援センターでは人との距離感に息
苦しさを覚える方が必ずいる。また、発達
に課題がある子どもでも、冒険遊び場で遊
び、他者からありのままの姿を受け入れて
もらえることで、保護者は安心し、「ゆと
り」が生まれる。以前、子ども発達支援計
画にも「冒険遊び場」での子育てが明記さ
れたため、地域ボランティアの活動ではな
く、地域子ども・子育て支援事業の２０事
業目に入れてほしい。

地域子ども・子育て支援事業の１９事業
は、「子ども・子育て支援法」により定め
られており、全国一律となっています。

（８）計画の推進

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

７４

第６章「２　計画の進行管理」（１）計画
の評価「②ＣＦＣＩの『町田市版子どもに
やさしいまちチェックリスト』の活用」に
ついて、これまでも検証自治体として
チェックリストを用いてきたと思うが、職
員の負担になるのではないかと心配であ
る。

体制や仕組みを評価するＣＦＣＩと、子ど
も施策の達成状況を評価する本計画を一体
的に運用していくことで、本市の「子ども
にやさしいまち」の進捗度を評価し、改
善・見直しへとつなげ、計画を推進してい
きます。
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（８）計画の推進

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

７５

「町田市子ども・子育て会議」のメンバー
には、当事者である「子ども」は参加して
いるか。参加している場合の選出方法や、
「子ども代表」と位置付けているのであれ
ば根拠を教えてほしい。
また、計画の評価に子ども自身が参加・参
画する機会はあるのか。計画に明記してほ
しい。
第６章「２　計画の進行管理」について、
「こども基本法」１１条も踏まえ、意見表
明・参加のための体制整備について計画に
きちんと位置付ける必要があると思う。ま
た、行動計画の見直しにおいて、当事者で
ある「子ども」の参加・参画できる機会
は、どのように計画しているか。

町田市子ども・子育て会議のメンバーに、
子どもは現在含まれていません。
計画の評価における子どもの参画について
は、今後検討していく予定です。
計画の見直しにおける子どもの参画につい
ては、計画見直し時にアンケートやヒアリ
ングの実施などを検討します。

７６

第６章「２　計画の進行管理」にある評価
方法に加え、当事者の子ども、保護者、
サービスを手渡す事業担当者のアンケート
等の実施を切に希望する。

外部の視点として、子どもの保護者、学校
の教員、子ども・子育て支援に関わる事業
者や団体、学識経験者等で構成されてい
る、市の附属機関である町田市子ども・子
育て会議で審議します。評価方法にアン
ケート等の実施を追加する予定はありませ
ん。

７７

「子どもや若者の意見を反映させる」とあ
るが、計画スタート後に継続的にアンケー
トの実施や意見を受けるための町田市側の
体勢の用意や、形だけでなく活発に運営し
ていく用意はあるのか。
「子どもマスタープラン」の実行部隊のよ
うな、子どもたちの集まりを定期的に持
ち、普及・啓発や評価に関わってほしい。

本計画の推進については、第６章に記載の
とおりとなります。計画スタート後の子ど
もや若者の意見反映については、今後検討
していく予定です。「子どもマスタープラ
ン」実行部隊等の子どもたちの集まりを設
ける予定はありません。

（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

７８

パブリックコメント募集にあたり、当事者
である子どもへの啓発や、小学校、中学
校、高校の児童生徒、教職員に対する説明
はどのように行ったのか。また、ＩＣＴ機
器等を通じて子どもに対する啓発を行った
か。

私立を含む保育所、幼稚園、学校（小中高
校）、子どもクラブ、冒険遊び場など、子
どもや子育て世帯に関係する施設約３５０
箇所に、意見募集のポスターを掲示し、周
知しました。また、公立小中学校の児童生
徒に１人１台配布されている端末
（Chromebook）から接続できるようにブッ
クマーク登録を行いました。
教員に対しては、公立のすべての教員が利
用できる校務支援システムを利用し、周知
しました。
その他、保護者向け連絡ツールを使用し、
公立小中学校の保護者、学童保育クラブ利
用者へ周知を行ったほか、青少年支援団体
や子ども食堂運営団体にも周知を行いまし
た。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

７９

施設や団体、学校の責任者にお知らせとポ
スターが届いたが、そのあとの周知方法や
声の聴き方は責任者の判断次第に任されて
いたため、「みんな一緒にやっていこう
よ」と思える内容になっていないと感じ
た。パブリックコメントの募集期間がとて
も短い。

各施設や団体の負担にならない範囲で、ポ
スター掲示の依頼とさせていただきまし
た。また、「町田市パブリックコメント実
施要綱」では意見募集期間を概ね３０日間
としています。

８０

主な取組　取組番号８「ＩＣＴ教育の推
進」
ＩＣＴの取組について、苦手な教員は学習
ドリルソフト「Qubina（キュビナ）」頼み
になっている。また、プログラミングの授
業が全く行われていないため、プログラミ
ング的思考を培う授業を希望する。

教員のＩＣＴ活用スキルを高められるよ
う、本取組を推進していきます。
「プログラミング的思考」の育成について
は、ＩＣＴを活用した教育における各学年
で目指す子どもの姿（指標）をまとめた、
「Machida Next Education で目指す子ど
もの姿」（２０２１年度作成）において、
項目の１つとして取り上げ、各学校での取
組推進を図っています。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

８１

主な取組　取組番号８「ＩＣＴ教育の推
進」
ＩＣＴ推進に反対である。ＩＣＴ機器を使
わず、本物に触れる機会を増やしてほし
い。
タブレットを使わせたくない家庭もあるた
め、タブレット必須で成績をつけず、使わ
ない選択肢がほしい。

本市では、個々の児童生徒の習熟度や関心
等に合わせた「個別最適な学び」や他者と
意見交換をしながら取り組む「協働的な学
び」を一層充実させるため、ＩＣＴ教育の
取組を進めています。教員がそれぞれの活
動のねらいに即して、ＩＣＴ機器の効果的
な活用や併用等を選択しています。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

８２
食育について、農業体験のような触れる機
会を大切にしてほしい。

食育については、基本方針１－基本目標１
－基本施策３　その他の取組（１）学校給
食を活用した食育の推進で、子どもたちの
望ましい食選択、食行動を実現できる力を
より強化するため、「食育プログラム」の
策定を検討しています。このプログラム
は、「農産物の栽培・収穫・調理等の体験
活動を設ける」という視点を重視して策定
する予定です。本プログラムに基づいて取
組を進めることで、触れる機会を大切にし
ていきます。

８３

基本方針１－基本目標１－基本施策３　そ
の他の取組（１）学校給食を活用した食育
の推進
食育をするなら、「町田の野菜を使う」
「無農薬、化学肥料なしの野菜を使う」
「化学調味料は使わない」など、まず給食
の質の向上を希望する。

本取組では、子どもたちの望ましい食選
択、食行動を実現できる力をより強化する
ため、「食育プログラム」の策定を検討し
ています。このプログラムは、「学校給食
に郷土料理、行事食を取り入れることで日
本の豊かな食文化に触れる機会や、地場農
産物を活用することで地域の良さを知る機
会を設ける」という視点を重視して策定す
る予定です。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

８４

基本方針１－基本目標２－基本施策１　そ
の他の取組（１）児童生徒が主体的に考
え、伝え合う機会の充実
意見交換自体は必要だが、意見交換した
上、改善要求をしたり、子どもの意見を学
校生活に反映させる仕組みが不可欠だと思
う。

本取組は、児童生徒が、自分に関係あるこ
とについて意見を述べたり、周囲の人の
様々な考えに触れたり、受け入れたりする
ことで、他人への理解や豊かな心を育むこ
とを目的としています。なお、話し合った
内容は市内の小中学校全校へ発信し、各学
校の取組に生かしています。

８５

主な取組　取組番号３１「妊婦健康診査」
健診補助券が助産所だと還付制なのは不平
等であり、病院ではその場で使えるので同
じにすべきだと思う。産み場所の選択は平
等にすべきではないか。

本取組については、東京都の妊婦健康診査
実施要綱に沿って実施しています。２０２
４年１０月以降の妊娠届出者から、都内の
助産所においても、病院と同様の利用が可
能となっています。

８６

主な取組　取組番号３４「乳幼児健康診
査」
予防接種は努力義務であり義務ではないの
で、健診時に予防接種の有無で説教しない
でほしい。

予防接種は努力義務ですが、感染症の発生
や流行を予防するため、接種の必要性につ
いて呼びかけを行っています。

８７

基本方針２－基本目標１－基本施策２のそ
の他の取組（要支援家庭ショートステイ、
子育て世帯訪問支援事業、未就園児預かり
推進事業）について、本計画で初めて知っ
た。このような情報は、出産前後の方にぜ
ひ周知してほしい。

各取組の中で適切に周知を進めていきま
す。

８８

基本方針２－基本目標３－基本施策２　そ
の他の取組（５）就学援助費の支給
就学援助の条件が持ち家と賃貸で差がある
のはおかしいので、差をなくしてほしい。
持ち家でもローン返済があり、賃貸の家賃
と同じような状況である。

就学援助の所得基準については、生活保護
基準を基に設定しています。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

８９

主な取組　取組番号５７「地域と連携した
教育活動」
学校運営協議会の認知度が低く、各小学校
ＰＴＡ会長でも知っている人はほとんどい
ない。担当者が学校に一度足を運んで説明
するなどの必要があると思う。学校によっ
てボランティアコーディネーターが機能し
ていない学校もある。学校の評価方法など
を含め、委員への研修が必要である。

学校運営協議会制度（コミュニティ・ス
クール）の認知度向上については、今後、
周知を進めるとともに、学校運営協議会の
中で議論や話し合われた内容についても、
積極的に保護者、地域住民に対し、情報発
信を行っていきます。また、本取組の中
で、委員向けの研修会等を実施していきま
す。

９０

町田市は子育てにやさしくないまちだと思
う。支援できる人材はいるのに活用できて
いない上、支援もしていない。子育てサ
ポートを先生や子どもセンター職員に一任
せず、専門職を派遣してほしい。

地域の人材に関する支援については、基本
方針３－基本目標１－基本施策（２）地域
人材の発掘と育成に沿って取組を進めてい
きます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

９１

市内の小中学校を急速に統廃合しているこ
と自体が子どもにやさしくない。子どもを
バスで通わせ、親や先生の負担を増やして
まで新築の学校をつくるべきではない。
基本方針３－基本目標２「子どもがのびや
かに過ごせる環境が整っている」や、基本
施策（１）「体験活動の場や居場所の充
実」を掲げるならば、新たな学校づくりの
方針はこれに反している。

９２

残す学校と廃校にする学校の選定を再検討
してほしい。地区の中心にあって通いやす
く、幼稚園、小学校、中学校が隣接してい
て良いと思う方の学校が廃校になり、別の
学校が残るのは納得がいかない。

９３

市内の子どもの偏在化が進み、南町田は急
速に子どもが流入しているのに、必要な保
育園、子どもセンター、体育館や図書館な
どの公共施設は少なく、あっても遠すぎ
る。

変わりゆく社会状況や老朽化の進む公共施
設の状況を踏まえると、公共施設の建物を
これまで以上に増やすことはできません。
一方で、行政以外の多様な主体が中心とな
ることで、今まで以上にサービスが身近に
なったり、向上したりすることが期待され
るため、従来の考え方や、やり方にとらわ
れず、様々な手法を検討していきます。
なお、保育施設については第５章「２　教
育・保育事業」（２）量の見込み・確保方
策に記載のとおり、南地域に、２０２５年
度に認可保育所を新たに１園整備する予定
です。

９４

最近、公道にてヘルメットを被らずに自転
車を運転している子どもがいる。歩きスマ
ホや自転車を運転しながらのスマホ操作が
多数見受けられる。

引き続き、小・中学校での自転車教室を実
施し、ルールやマナーを学べるよう取り組
んでいきます。

９５

発達障がいを抱える児童が増えている昨
今、情緒級が整備されている町田の取組は
素晴らしいと思うが、情緒支援級の数が不
足しているため早急に増やしてほしい。各
学校に情緒支援級が整備され、尚且つ学期
ごとに転籍できるようになれば、勉強の機
会が損なわれない児童が増えると思う。発
達障がいをもった子どもが、希望すれば必
要な支援が受けられるようにしてほしい。

特別支援学級の整備につきましては、地域
の状況や対象となる児童生徒数の状況を踏
まえて進めていきます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

ご意見として承ります。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

９６

主な取組　取組番号３「不登校児童生徒の
学習環境の整備」
教室でのトラブルや、教室にいられない児
童生徒、不登校児童生徒への対応として
「自分がここにいて良い」と思えるような
居場所を各学校に確保してほしい。サポー
トルームは曜日・時間ともに限られるた
め、常設の場所を切に願う。

学びの多様化学校は、学校で学びたい不登
校児童生徒のための学ぶ場となります。
一方、サポートルーム（特別支援教室）
は、発達のアンバランスやコミュニケー
ションの課題から、集団での学習や活動に
困難さがみられる児童生徒に対して、指導
や助言を行う場となります。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

９７

不登校支援については教育センターに機能
集中しており、多様な学びを支援している
とは言い難いと感じる。近隣自治体では、
公的機関（図書館、児童館、学童保育クラ
ブ等）、フリースクール等民間施設との連
携と情報共有の機会など、多様な教育機
会・居場所の確保がなされているところも
ある。

各学校、教育センター、学びの多様化学
校、民間フリースクール等が連携し、多様
な学びを確保する必要があると認識してい
ます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

９８

年々増加する不登校や発達障がい児へのサ
ポートは本人の申告が必要だが、言えない
人もいる。待つだけの姿勢のサポートは支
援政策が存在しているだけでサポートとは
いえない。

９９

主な取組　取組番号５「『えいごのまち
だ』の推進」
英会話は習い事で既に身についている児童
がいたりすることもあるので、習得別クラ
スにしてほしい。話せる子と話せない子の
差が開いてきているので、話せない子に英
語アレルギーが生まれている。

１００

主な取組　取組番号１４「健康教育の推
進」
調理実習が実施されていない。レシピコン
テストよりも調理実習を実施したら良いの
ではないか。

調理実習については、小中学校の家庭科の
授業で行っています。今後も、市の取組で
ある朝食レシピコンテストを含め、健康教
育の推進に向けた取組を進めていきます。

１０１

町田市は、学童保育クラブの質が悪く地域
の人材を活用できておらず、子どもセン
ターは狭くて工夫も投資も足りないと思
う。

１０２

主な取組　取組番号５８「「まちとも」等
と連携した放課後のスポーツ推進」
まちともだけでなく、ＰＴＡで開催できる
場合もあるため、ＰＴＡにも情報を伝えて
ほしい。

各取組の詳細につきましては、基本理念、
基本方針、基本目標に沿って推進していき
ます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

各取組の詳細につきましては、基本理念、
基本方針、基本目標に沿って推進していき
ます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

１０３

子ども食堂運営の面では、運営ボランティ
ア頼みで市は何もしてくれない。補助金の
申請から給付までが遅く、ボランティアの
資金繰りを困難にさせているので、事前支
給、実績報告後精算にしてほしい。

１０４

学童保育クラブを利用しているが、職員の
人員不足などにより、どうしても目が行き
届かない状況があると感じている。今後
「まちとも」も併用する予定だが、長期休
暇期間中も「まちとも」を開放してほし
い。

１０５

子どもも大人も、計画自体を全く知らない
人が多いと思う。まずは周知に力を入れて
ほしい。また、子どもに関わる人だけでは
なく、市民全体で「子どもにやさしい」を
考えるために全市民に周知してほしい。

１０６

学校生活を送るのが難しい場合、親の負担
も増大するため、せめてオンラインで授業
を受けたりするなどの在宅環境を各校整え
てほしい。

１０７

子どもたちにお年寄りのサポート体験など
の機会を設けたらどうか。介護福祉セン
ターなどへ赴き、歩行訓練のお手伝いや、
食事の配膳、ベッドシーツの取り替えなど
を実際に体験することが大事だと思う。

１０８

性被害・いじめによる自殺を防ぐために、
未成年者への性被害やいじめによる裁判な
ど、実際にあった過去の事件を子どもへ伝
えることが大切ではないか。ニュースに
なった記事などを取り上げ、リアルに伝え
る必要があると思う。

１０９

もっと英語を身につけて、将来に役立てた
いから、英語の授業を増やしてほしい。
将来絶対必要になるパソコン技術を身に付
けたいから、パソコンを使った授業を増や
してほしい。

１１０

中学生の荷物が重すぎる。Chromebookを活
用し教科書の電子書籍化などで、荷物を軽
くすることを検討してほしい。試験前や長
期休みに入る前の荷物は１０ｋｇ近くあ
る。

各取組の詳細につきましては、基本理念、
基本方針、基本目標に沿って推進していき
ます。
ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。

ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

１１１

学校での「みんなで仲良く」「みんな元気
に」という方針に古さを感じ、そういった
連帯感への圧などがかえっていじめにつな
がる気がする。場面ごとに個性と集団行動
を使い分ける必要があるのではないか。
また、子どもが町田市の郷土を知る教育
（食育や生活科等）であったり、自分で考
える力や表現する力を培うグループワー
ク、プレゼンテーションなども交えた授業
を検討してほしい。

１１２

「総合的な学習（探究）の時間」を活用し
た町田市独自のプログラムを検討してほし
い。教育の中心である学校教育の中にも町
田市ならではの取組が反映されれば、より
町田市の魅力向上につながるのではない
か。

１１３

特定分野に特異な才能のある児童生徒への
支援を文科省でも推進しているが、町田市
でも取り入れてほしい。ギフテッドという
狭義の意味だけでなく、学校の授業で浮き
こぼれている児童への対応を希望する。学
校の先生方も特定分野に特異な才能のある
児童生徒への支援の知識が増える事を期待
したい。

１１４

子育て支援は保育園やボランティア頼み
で、方針がまちまちである。他市の文化創
造拠点や子育て支援拠点のような一歩踏み
込んだ政策を実現してほしい。

１１５

問い合わせをした際に、事情を鑑みてもら
えない対応に納得がいかない。現状を伝え
たが、対応できないの一点張りで、子育て
支援になっていない。

１１６

コラム７「必要な情報が届くプッシュ型の
情報発信」
tetoru（学校・保護者連絡ツール）は学校
からの連絡、それ以外の行政からのお知ら
せは行政のLINEを活用してほしい。「子ど
もたちへの広報＝学校」という短絡的な発
想を改めてほしい。

１１７

育休復帰のタイミングを、保育園利用開始
当月中のみではなく翌月１日も認めている
自治体が増えているので、この１日の緩和
を実施してほしい。

１１８

小学生時から赤ちゃんのお世話体験をさせ
ると良いと思う。また、実際に子育てをし
ている映像などを子どもに見せる機会があ
れば良いと思う。

ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

１１９

困り感を抱える人が支援につながるきっか
けとして、ＤＸ（デジタルトランスフォー
メーション）等に意見を抽出することもひ
とつの案であると思う。

１２０

冒険遊び場は、有志任せになると運営に限
界が出てくる。持続可能な運営を考えてい
けるように建設的な意見交換の場を行政と
して設けてほしい。

１２１

自然休暇村の食事内容に添加物が多い。ア
レルギー対応のため、全原材料の記載プリ
ントが配られたが、ほとんどのメニューに
添加物が入っていた。もっと手作りのもの
を出すべきだと思う。

１２２

夜の道路が暗くて怖い。塾から１人で家ま
で帰る際、バス通りから一本路地に入ると
真っ暗で怖い。街灯が少ないので、全電柱
に装備してほしい。

１２３

今年度、こどもマラソン大会と学校行事が
重なり、学校行事の参観は諦めた。各担当
部署の連携を強化し、お互いの情報共有に
努めてほしい。

１２４

少数による授業（１クラス１５人）が必要
だと思う。授業はできない子どもに合わせ
ているのが現状である。日本の学力を上げ
る必要性を強く感じ、全体の底上げをする
必要があるようにも思う。各々のニーズに
合わせたクラスがあっても良いのではない
か。

１２５

少人数教育の利点を活かし、２５人学級の
導入や教育特区等の指定を検討、教育環境
の質を向上させることを提案したい。質の
高い教育環境を求める子育て世代にとって
大きな魅力となる。これにより、新規住民
の流入が促進され、地域の人口増加や活性
化につながると思う。

１２６

通常級で受け入れる発達障がいレベルに関
しても、教員の理解度が低く、サポート
ルームとの連携も満足に取れない教員が多
い。

１２７

地域での子育てや教育においては、地域住
民や地元企業、行政が裏方での応援団（見
守る）にとどまらず、企画メンバーの一員
として参加する形がより好ましいと思う。

ご意見ありがとうございます。

ご意見の趣旨につきましては、今後の参考
にさせていただきます。
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（９）その他

Ｎｏ ご意見の概要 市の考え方（案）

１２８

町田市内中学校の教員の働き方改革を進
め、教員が生徒と向き合う時間とより生徒
の多様性を認め合う民主的な指導体制を確
立してほしい。そのために、部活動の関わ
り方を改めるべきと思う。ボランティアで
指導することで、部活動の私物化や高圧
的・感情的な指導が伺える。

１２９

子どもの居場所は必要だと思う。コロナ禍
ではマスクなしで集まれるところがなかっ
たが、マスクをしたくない人を排除するの
は、多様性とは言えない。

１３０

小児科が歩いて行ける距離になく、車もな
いので、病気になるとタクシーで行かない
といけない。余っている土地に、病院を優
先的に建ててほしい。

１３１

バスの本数を増やすか、すぐ呼べて、小学
生のみでも利用できる「子ども無料タク
シー」を希望する。バスの本数が少なく、
塾や習いごとで使うことが多いのに、本数
がなく３０分位待たないといけない。タク
シーは駅に常時いないし、並んでいて使う
のが現実的ではない。自転車も駅の駐輪場
は契約満席のため、利用できない。

１３２

地区内に働く場が少なく、住民は市外での
就労を余儀なくされている。地域内での雇
用機会創出や企業誘致を進め、地域活性化
を図ってほしい。

１３３

今ある施設、機関の再評価や中身を充実さ
せることに力を入れてほしい。新しいハコ
モノ建設などの開発、再開発は望まない。
今ある自然を大切に元気にしてほしい。そ
れが子どもの活力にもつながるはずだと思
う。

１３４

民間企業が町田に投資価値があると思わせ
る活動を積極的に進めてほしい。行政と民
間がともに行動できてこそ魅力度が大きく
向上すると考える。

１３５
町田市からの支援や恩恵を実感する機会が
少ない。地域住民の声を直接聞く機会を設
け、具体的な支援策を講じてほしい。

１３６

「子どもにやさしいまち」を進めるために
は、子ども関連の予算をもっと拡充してい
く必要がある。また、「子どもマスタープ
ラン」の行動計画がより詳細に現実に沿っ
て作られるといいと思う。

ご意見ありがとうございます。

市政全般に対するご意見につきましては、
今後の参考にさせていただきます。
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